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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一解剖学的構造及び第二解剖学的構造の間に吻合を経皮的に作成するためのカテーテ
ル及び組織切断システムであって、
　ルーメン及び先細遠隔端を有する本体を含み、第一ガイドワイヤにより前記第一解剖学
的構造に遠位に移動するカテーテルと、
　第二ガイドワイヤに追随するルーメンと共に前記本体に格納され、前記第二解剖学的構
造に挿入可能である、長尺の、エネルギー供給可能な均一材料のみからなる切断電極と、
　前記第一解剖学的構造を定義する組織壁を切断するために前記切断電極にエネルギーを
供給するエネルギー供給機構と、を備え、
　前記切断電極は弾性的に偏向すると共に前記第二解剖学的構造に前進する際に前記解剖
学的構造の壁の間に対して圧力をかけることを特徴とする、
　カテーテル及び組織切断システム。
【請求項２】
　インナールーメンを有し、前記本体に対して遠位に移動を行うと共に前記第一解剖学的
構造の壁を穿刺して前記第二解剖学的構造に進入する同軸穿刺部材と、前記第一解剖学的
構造に遠位に前進する第一ガイドワイヤと、患者の体内にガイドレールを形成するために
前記穿刺部材の前記インナールーメンにより配置され、前記第一解剖学的構造を通過させ
て前記第二解剖学的構造に進入する第二ガイドワイヤと、を更に備えることを特徴とする
請求項１に記載のカテーテル及び組織切断システム。
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【請求項３】
　前記穿刺部材は前記本体ルーメンに退縮されることを特徴とする請求項２に記載のカテ
ーテル及び組織切断システム。
【請求項４】
　前記本体ルーメンから遠位に延出され、前記カテーテル本体が遠位に追随して前記第一
解剖学的構造に進入する第一ガイドワイヤを更に備えることを特徴とする請求項１に記載
のカテーテル及び組織切断システム。
【請求項５】
　前記第一解剖学的構造から前記第二解剖学的構造に進入し、前記切断電極から遠位に延
出され、前記切断電極が前記本体から分離して隣接解剖学的構造に進入する第二ガイドワ
イヤを更に備えることを特徴とする請求項１に記載のカテーテル及び組織切断システム。
【請求項６】
　前記切断電極は前記本体のサイドポートから前記本体に出し入れされることを特徴とす
る請求項１に記載のカテーテル及び組織切断システム。
【請求項７】
　前記切断電極はステンレス鋼、ニチノール、またはニクロムのうちの１つを含むことを
特徴とする請求項１に記載のカテーテル及び組織切断システム。
【請求項８】
　前記エネルギー供給は高周波、超音波、または抵抗熱エネルギーを前記切断電極に供給
することを特徴とする請求項１に記載のカテーテル及び組織切断システム。
【請求項９】
　前記穿刺部材は微細穿刺針を備えることを特徴とする請求項２に記載のカテーテル及び
組織切断システム。
【請求項１０】
　前記切断電極は切断ワイヤを備えることを特徴とする請求項１に記載のカテーテル及び
組織切断システム。
【請求項１１】
　前記第一解剖学的構造は静脈であることを特徴とする請求項１に記載のカテーテル及び
組織切断システム。
【請求項１２】
　前記第二解剖学的構造は動脈であることを特徴とする請求項１に記載のカテーテル及び
組織切断システム。
【請求項１３】
　前記切断ワイヤはポリアミド絶縁体を備え、前記切断電極は前記ポリアミド絶縁体部分
の遠隔端に配置されることを特徴とする請求項１に記載のカテーテル及び組織切断システ
ム。
【請求項１４】
　前記本体にある位置決め機構を更に備え、前記位置決め機構は前記電極が前記第二解剖
学的構造に進入した際に検出を行うことを特徴とする請求項１に記載のカテーテル及び組
織切断システム。
【請求項１５】
　前記位置決め機構は圧力センサー、放射線不透過マーカー、またはブリードポートのう
ちの１つを備えることを特徴とする請求項１４に記載のカテーテル及び組織切断システム
。
【請求項１６】
　血管内アクセスを作成すると共にガイドワイヤを留置するためのカテーテル及び組織切
断システムであって、
　遠位に移動すると共に遠位に移動する際に組織を穿刺させる穿刺部材と、
　前記穿刺部材により作成された開口部を通して血管に遠位に移動するルーメンを有する
本体を含むカテーテルと、
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　前記本体ルーメンに配置可能であり、且つ前記本体ルーメンにより前記血管に遠位に挿
入されるか前記血管に近接される、長尺の、エネルギー供給可能な均一材料のみからなる
切断電極と、
　前記切断電極の出し入れ操作を行うためのアクチュエータと、
　前記血管を定義する組織壁を切断するために前記切断電極にエネルギーを供給するエネ
ルギー供給機構と、を備え、
　前記切断電極は弾性的に偏向すると共に前記第二解剖学的構造に前進する際に前記解剖
学的構造の壁の間に対して圧力をかけることを特徴とする、
　血管内アクセスとガイドワイヤの配置を作成するためのカテーテル及び組織切断システ
ム。
【請求項１７】
　前記本体ルーメンから遠位に延出され、前記カテーテル本体が遠位に追随して前記血管
に進入する第一ガイドワイヤを更に備えることを特徴とする請求項１６に記載のカテーテ
ル及び組織切断システム。
【請求項１８】
　前記切断電極から遠位に延出され、前記切断電極が前記本体から遠位に延出される第二
ガイドワイヤを更に備えることを特徴とする請求項１７に記載のカテーテル及び組織切断
システム。
【請求項１９】
　前記切断電極は前記本体に向けて弾性的に偏向すると共に前記本体に完全に退縮される
ことを特徴とする請求項１６に記載のカテーテル及び組織切断システム。
【請求項２０】
　前記切断電極は前記本体のサイドポートを介して前記本体から出入可能であることを特
徴とする請求項１６に記載のカテーテル及び組織切断システム。
【請求項２１】
　前記切断電極はステンレス鋼、ニチノール、またはニクロムのうちの１つを含むことを
特徴とする請求項１６に記載のカテーテル及び組織切断システム。
【請求項２２】
　前記エネルギー供給は高周波、超音波、または抵抗熱エネルギーを前記切断電極に供給
することを特徴とする請求項１６に記載のカテーテル及び組織切断システム。
【請求項２３】
　前記穿刺部材は微細穿刺針を備えることを特徴とする請求項１６に記載のカテーテル及
び組織切断システム。
【請求項２４】
　前記切断電極は切断ワイヤを備えることを特徴とする請求項１６に記載のカテーテル及
び組織切断システム。
【請求項２５】
　前記切断ワイヤはポリアミド絶縁体を備え、前記切断電極は前記ポリアミド絶縁体部分
の遠隔端に配置されることを特徴とする請求項２４に記載のカテーテル及び組織切断シス
テム。
【請求項２６】
　前記本体にある位置決め機構を更に備え、前記位置決め機構は前記本体が前記血管に進
入した際に検出を行うことを特徴とする請求項１６に記載のカテーテル及び組織切断シス
テム。
【請求項２７】
　前記位置決め機構は圧力センサー、放射線不透過マーカー、またはブリードポートのう
ちの１つを備えることを特徴とする請求項２６に記載のカテーテル及び組織切断システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　体内には様々な流動体が導管を通して組織の隅々まで運ばれ、種々の基本機能を実行し
ている。血管、動脈、静脈、及び毛管は血液を身体の隅々まで運び、栄養素及び排泄物を
別の器官及び組織に送って処理させる。胆管は胆汁を肝臓から十二指腸に輸送する。尿管
は尿を腎臓から膀胱に送る。腸は栄養素及び排泄物を口から肛門に運ぶ。
【背景技術】
【０００２】
　診療において、導管を他の導管に接続するか代替導管に接続して病気や機能不全に陥っ
た既存の導管を処置する必要が生じることがままある。導管の間に形成される接続は吻合
と呼ばれる。
【０００３】
　血管では、吻合は静脈と動脈との間、動脈と動脈との間、または静脈と静脈との間に作
成される。これらの接続の目的は、動脈と血管の間に高流量接続や瘻を作成すること、或
いは代替導管の障害物の周りやバイパスに血液を送ることである。バイパスのための前記
導管は血管、動脈、または補綴用グラフトである。
【０００４】
　吻合は手術中に２つの脈管や導管を１つに直接接続することで形成される。前記脈管は
縫合糸やクリップにより接合される。前記吻合は端端、端側、または惻々吻合である。血
管では、前記吻合は楕円形状を呈し、手で連続縫合されるのが最も一般的である。吻合作
成の他の方法として炭酸ガスレーザーを含み、種々の接続用補綴具、クリップ、ステント
を使用する様々な方法が存在する。
【０００５】
　動静脈瘻（ＡＶＦ）は動脈と血管とを接続することで形成される。この種の接続は血液
透析に用いられ、運動耐性を高め、動脈や静脈を開いた状態に維持させ、化学療法のため
の信頼性の高いアクセスを提供する。
【０００６】
　このほか、補綴用グラフトを動脈から血管に接続し、同様に動脈と静脈との間に高流量
の接続を作成する方法もある。これは動静脈グラフトと呼ばれ、２つの吻合が必要となる
。１つは動脈とグラフトとのの間に作成され、もう１つはグラフトと静脈との間に作成さ
れる。
【０００７】
　バイパスは動静脈グラフトと相似する。障害物を迂回させるために２つの吻合及び導管
が必要となる。血管から導管に近位吻合が形成される。前記導管は前記障害物の周りを延
伸させ、第二遠位吻合が前記導管と脈管との間に前記障害物を越えるように形成される。
【０００８】
　上述のように、近年の診療では、血液透析のために動脈と静脈とを接続して瘻を作成す
ることが求められている。血液透析のプロセスでは、血液を体内から素早く抜いて、前記
血液に透析装置を通過させて体内に戻す必要がある。前記血液循環へのアクセスは、（１
）大静脈に配置されるカテーテル、（２）動脈及び血管に装着される補綴用グラフト、ま
たは（３）動脈が静脈に直接接合される瘻、により達成される。
【０００９】
　腎不全の患者にとっては血液透析が必要となる。自家血管を使用した瘻は高い血流量を
実現するため１つの手段である。前記瘻は、血液を体内から抽出して透析装置に流入させ
、排泄物を除去した後に体内に戻すことが可能な高い血流量を提供する。前記血液は前記
動脈付近の大型アクセス針を通して抽出され、第二大型回流針を通して前記瘻に戻される
。これらの瘻は通常前腕か上腕に作成され、大腿に作成されることは少なく、その他の身
体の部位に作成されることは稀である。大事な点は、前記瘻は毎分５００ｍｌ以上の流量
を達成可能であり、静脈を成熟または成長させることができる点である。静脈は成熟する
と４ｍｍ超に達し、大型針でアクセス可能となる。前記アクセス針及び回流針を確実に分
離し、前記瘻に挿入された前記針の間を透析済みの血液と未透析の血液とが再循環するの
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を防止するために、前記瘻が作成される静脈の部位には十分な長さ（６ｃｍ超）が必要で
ある。
【００１０】
　瘻は麻酔下の患者の動脈及び静脈を周辺の組織から慎重に解離させ、前記脈管を細い縫
合糸やクリップで縫い合わせることで作成される。これにより、吻合に接続が作成される
。前記吻合は素早く正確に作成し、解離を少なくし、痛みを少なくすることが強く求めら
れている。前記吻合は正しい大きさでスムーズに作成し、前記動脈と静脈とが絡まないよ
うにすることが重要である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係るカテーテル及び組織切断システムは、第一解剖学的構造及び第二解剖学的
構造の間に吻合を経皮的に作成する。前記システムはルーメン及び先細遠隔端で構成され
る本体を有するカテーテルを備え、第一ガイドワイヤにより前記第一解剖学的構造に遠位
に移動する。切断電極は第二ガイドワイヤに追随するルーメンと共に前記本体に格納され
、前記第二解剖学的構造に挿入可能である。エネルギー供給は、組織壁を切断して前記第
一解剖学的構造を定義するために前記切断電極にエネルギーを供給するために操作される
。使用方法の例では、前記第一解剖学的構造及び前記第二解剖学的構造は静脈及び動脈等
の隣接血管を含む。
【００１２】
　上述の前記システムはインナールーメンを有する同軸穿刺部材を更に備え、前記同軸穿
刺部材は前記本体に対して遠位に移動を行うと共に前記第一解剖学的構造の壁を穿刺させ
て前記第二解剖学的構造に進入する。前記第一解剖学的構造に遠位に前進する第一ガイド
ワイヤが提供され、前記穿刺部材の前記インナールーメンにより第二ガイドワイヤが配置
されて患者の体内にガイドレールが形成され、前記第一解剖学的構造を通過させて前記第
二解剖学的構造に進入する。前記穿刺部材は前記本体ルーメンに退縮される。
　前記第一ガイドワイヤは前記本体ルーメンから遠位に延出され、前記カテーテル本体が
遠位に追随して前記第一解剖学的構造に進入する。前記第二ガイドワイヤは、前記第一解
剖学的構造から前記第二解剖学的構造に進入し、前記切断電極から遠位に延出され、前記
切断電極が前記本体から分離して前記隣接解剖学的構造に進入する。前記切断電極はばね
荷重等により弾性的に偏向すると共に、前記第二解剖学的構造に前進する際に前記解剖学
的構造の壁の間に対して圧力をかける。図示する実施形態では、前記切断電極は前記本体
のサイドポートから前記本体に出し入れされる。
【００１３】
　前記切断電極はステンレス鋼、ニチノール、またはニクロムのうちの１つを含む。前記
エネルギー供給は高周波、超音波、または抵抗熱エネルギーを前記切断電極に供給する。
幾つかの実施形態では、前記穿刺部材は微細穿刺針を備える。幾つかの実施形態では、前
記切断電極が切断ワイヤを備える。図示する方法では、前記第一解剖学的構造は静脈であ
り、前記第二解剖学的構造は動脈である。前記切断ワイヤはポリアミド絶縁体を含み、前
記切断電極は端前記ポリアミド絶縁体部分の遠隔に配置される。
【００１４】
　位置決め機構は前記本体に配置され、前記電極が前記第二解剖学的構造に進入した際に
検出を行う。前記位置決め機構は圧力センサー、放射線不透過マーカー、またはブリード
ポートのうちの１つを備える。
【００１５】
　本発明の他の特徴は、血管内アクセスを作成し、ガイドワイヤを留置するためのカテー
テル及び組織切断システムを提供することにある。前記システムは組織に遠位に移動する
と共に遠位に移動する際に組織を穿刺させる穿刺部材を備え、カテーテルは、前記穿刺部
材により作成された開口部を通して血管に遠位に移動するルーメンを有する本体を備え、
切断電極は前記本体ルーメンに配置可能であり、且つ前記本体ルーメンにより前記血管遠
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位に挿入されるか隣接血管に近接される。アクチュエータは、前記切断電極の出し入れ操
作に用いられる。エネルギー供給は組織壁を切断して前記血管を定義するための前記切断
電極にエネルギーを供給する。
【００１６】
　第一ガイドワイヤは前記本体ルーメンから遠位に延出され、前記カテーテル本体が遠位
に追随して前記血管に進入する。第二ガイドワイヤは前記切断電極から遠位に延出され、
前記切断電極が前記本体から遠位に延出される。前記切断電極はばね荷重等により弾性的
に偏向すると共に前記本体に完全に退縮される。前記切断電極は前記本体のサイドポート
を介して前記本体から出入可能である。
【００１７】
　前記切断電極は１つステンレス鋼、ニチノール、またはニクロムのうちの１つを含む。
前記エネルギー供給は高周波、超音波、または抵抗熱エネルギーを前記切断電極に供給す
る。幾つかの実施形態では、前記穿刺部材は微細穿刺針を備える。幾つかの実施形態では
、前記切断電極はポリアミド絶縁体を含む切断ワイヤを備え、前記切断電極が端前記ポリ
アミド絶縁体部分の遠隔に配置される。
【００１８】
　前記本体は位置決め機構を含み、前記本体が前記血管に進入した際に検出を行う。前記
位置決め機構は圧力センサー、放射線不透過マーカー、またはブリードポートのうちの１
つを備える。
【００１９】
　本発明の更なる他の特徴は、血管内アクセスを作成する方法を提供し、前記方法は、装
置の前記本体がガイドワイヤにより前記第一解剖学的構造内に定位される工程と、切断電
極が第二ガイドワイヤにより前記本体から延出されると共に第二隣接解剖学的構造に進入
させ、隣接する壁により前記第一解剖学的構造及び前記第二解剖学的構造が各々定義され
る工程と、前記第二ガイドワイヤが退縮されて前記切断電極により前記隣接する壁同士が
圧着される工程と、を含む。前記切断電極にエネルギーが供給され、続く切断工程では前
記第一解剖学的構造及び前記第二解剖学的構造の間に前記隣接する壁によりアクセス開口
部が形成される。
【００２０】
　前記方法は前記切断電極が前記本体に格納される工程を更に含む。前記第二ガイドワイ
ヤにより前記カテーテルが前進する工程中に、前記切断電極が前記本体から展開されると
共に前記第二解剖学的構造に進入する。次に、前記方法は、前記本体が処置箇所から引き
抜かれた後に前記開口部が作成される工程を更に含む。
【００２１】
　前記カテーテルの前記先細遠隔端は、シース無しに前記皮膚から挿入されて前記第一解
剖学的構造に進入する。
【００２２】
　本発明は、前記定位工程の前に、針により前記第一血管及び前記第二血管への経皮的な
アクセスが得られる工程を更に含む。前記針はガイドワイヤに追随される。前記針は前記
定位工程前に引き抜かれる。
【００２３】
　前記延出工程前に、前記切断電極のルーメンにより第二電極ガイドワイヤが前記血管の
うちの１つに配置される。
【００２４】
　本発明の更なる他の特徴は、血管内アクセスを作成する方法を提供し、装置の前記本体
が第一血管内に定位される工程と、切断電極が前記本体から延出されて第二隣接血管に進
入し、隣接する壁により前記第一血管及び前記第二血管が各々定義される工程と、前記切
断電極が退縮され、前記隣接する壁同士が圧着される工程と、前記切断電極にエネルギー
が供給される工程と、前記隣接する壁が切断されて前記第一血管及び前記第二血管の間に
アクセス開口部が形成される工程と、を含む。
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【００２５】
　前記方法は前記切断電極が前記本体に退縮される工程、及びその後に前記本体が前記処
置箇所から引き抜かれる工程を更に含む。前記定位工程の前に、前記針により前記第一血
管及び前記第二血管への経皮的なアクセスが得られる。前記針はガイドワイヤに追随され
、その後に前記定位工程の前に引き抜かれる。前記延出工程の前に、前記切断電極のルー
メンにより第二電極ガイドワイヤが前記血管のうちの１つに配置される。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係る装置が本発明の原理に従って構築される側面概略図で
ある。
【図１Ａ】図１に示す装置の遠隔端の拡大等角図である。
【図２】本発明の実施形態に係る弾性的に偏向する「固定」電極の一実施例であり、針が
第一脈管から挿通されて隣接脈管に進入することを図示する。
【図３】図２と相似し、前記針が引き抜かれ、前記カテーテルの前記本体がガイドワイヤ
により前進されて第一脈管に進入し、前記電極が主カテーテル本体から分離されると共に
隣接脈管のルーメンに進入することを図示する。
【図４】図３と相似し、ガイドワイヤが引き抜かれ、２つの脈管の隣接側壁が圧着され、
前記電極にエネルギーが供給されると共に脈管壁を切断することを図示する。
【図５】図４と相似し、２つの脈管の間に吻合が形成された後に前記電極が引き抜かれて
主カテーテル本体に格納されることを図示する。
【図６】図２と相似し、本発明の実施形態の典型的な改修例を図示する。
【図７】図３と相似し、処置箇所に対する改修されたカテーテルの実施形態の発展を図示
する。
【図８】図７と相似し、電極により電極ガイドワイヤが第一脈管に延出されることを図示
する。
【図９】図８と相似し、前記カテーテルが遠位に前進し、前記電極が前記カテーテル本体
から持ち上げられ、脈管側壁同士を圧着させることを図示する。
【図１０】図９と相似し、電極ガイドワイヤが引き抜かれると共に前記電極にエネルギー
が供給されて脈管の間の吻合が切断されることを図示する。
【図１１】図１０と相似し、前記吻合が切断されると共に前記電極が主カテーテル本体内
に格納されることを図示する。
【図１２】図２及び図６と相似し、本発明の他の実施例を図示する。
【図１３】図８と相似し、改修されたカテーテルの実施形態の発展及び拡張器先端が隣接
脈管に進入し、ガイドワイヤがカテーテル本体のサイドポートから第一脈管に進入するこ
とを図示する。
【図１４】図１３と相似し、カテーテルルーメンが前記カテーテルのサイドポートから遠
位に延出されて第一脈管に進入することを図示する。
【図１５】図１４と相似し、第一脈管ガイドワイヤが引き抜かれると共に切断ワイヤが第
一脈管のカテーテルルーメンに前進し、第一脈管に進入することを図示する。
【図１６】図１５と相似し、前記第一脈管カテーテルが主カテーテル本体に退縮され、前
記切断ワイヤにエネルギーが供給されて吻合が形成されることを図示する。
【図１７】図１２乃至図１６の実施形態の切断ワイヤが保持されると共に解除される一典
型的アプローチの概略図を図示する。
【図１８】図２、図６、及び図１２と相似し、本発明の他の実施例を図示する。
【図１９】図１３と相似し、カテーテルが先行して配置されたガイドワイヤに追随され、
前記第一脈管を通過させて隣接する第二脈管に進入することを図示する。
【図２０】図１９と相似し、切断電極が第二脈管に展開されることを図示する。
【図２１】図２０と相似し、前記切断電極が係合されるまで前記カテーテルが引き抜かれ
、脈管側壁が密着するように圧着され、前記電極にエネルギーが供給されて吻合が切断さ
れることを図示する。
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【図２２】図２１と相似し、前記吻合が形成されることを図示する。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１は本発明の実施例に従って装置が構築される概略図を図示する。前記装置３０は、
第一アクチュエータ２（ボタンとして図示する）及び第二アクチュエータ３（親指タブと
して図示する）で構成されるハンドル１を備える。本体ルーメンルアー４及び電極ルーメ
ンルアー５は前記ハンドル１に配置される。カテーテル６は前記ハンドル５から遠位に延
出される。前記カテーテル６は拡張器先端７と、カテーテルシャフト８と、本体９と、を
備える。
【００２８】
　図１Ａは図１の楕円Ａに示される前記カテーテル６の前記拡張器先端７の拡大等角図を
示す。前記拡張器先端７は本体ルーメン末端１０及び弾性的に偏向する切断電極２１を備
える。この弾性的偏向は前記電極にばね荷重がかけられることにより達成される。
【００２９】
　図２は本発明に係る前記装置のばね荷重がかけられた「固定」電極の実施形態の一実施
例を図示する。シース２３及び静脈ガイドワイヤ１３は第一導管或いは静脈１４に配置さ
れる。針２６は前記静脈１４から挿通させて隣接する第二脈管または動脈１５に進入する
。電極ガイドワイヤ１６は前記針２６のルーメンにより挿入されて前記動脈１５に進入す
る。ここでは、前記針２６が引き抜かれる。ちなみに、ここでは処置箇所に対する本発明
について説明し、前記第一脈管は静脈であり、前記第二脈管は動脈である。本出願におい
て説明する本発明に係るシステム及び方法は、当然ながら、他の箇所にも応用可能であり
、解剖学的方法は隣接する空間または導管の間に吻合を作成するのに適することが本技術
分野の技術者ならば理解できる。
【００３０】
　図３を参照する。前記針２６が引き抜かれた後（図２参照）、前記カテーテル６の前記
本体９が前記静脈ガイドワイヤ１３に追随され、本体ルーメン２４により延出され、前記
静脈１４に進入する。前記電極ガイドワイヤ１６は電極ルーメン２５に挿入される。前記
カテーテルが前進すると、前記電極２１が前記本体９から分離されると共に前記動脈ルー
メン１６に進入する。
【００３１】
　図４を参照する。次の前記電極ガイドワイヤ１６が引き抜かれ、ばね荷重がかけられた
前記電極２１が前記カテーテル本体の方向へ弾性的に偏向するため、動脈壁及び静脈壁に
対して圧力がかけられる。前記電極２１にエネルギーが供給されると共に前記脈管壁が切
断される。
【００３２】
　前記電極はステンレス鋼、ニチノール、ニクロム、または相似する材料で構築される。
前記電極の形状は前記壁を圧迫させるか、緊張ワイヤが前記脈管壁に対して前記電極を引
っ張るために用いられる。前記電極２１に高周波（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）、
超音波、または抵抗熱エネルギーが供給される。
【００３３】
　図５に示されるように、起動後に、前記電極２１が前記カテーテル６の前記本体内に完
全に格納される。前記カテーテル６が引き抜かれ、前記静脈１４及び前記動脈１５を接続
する吻合３２が残される。
【００３４】
　次いで、図６乃至図１１を参照する。弾性的に偏向する切断電極２１の第二実施例を図
示する。本実施例において、ばね荷重がかけられた「固定」電極を備え、針２６は患者の
皮膚２７を挿通させると共に前記静脈１４へのアクセスを獲得し、前記隣接動脈１５に挿
通させるために用いられる。図６に示されるように、Ａ．０１４”ガイドワイヤ１３が前
記針ルーメンにより配置され、前記動脈１５に進入する。
【００３５】
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　図７に示されるように、前記カテーテル６はガイドワイヤ１３に追随して前記静脈１４
に進入し、前記拡張器先端７が前記動脈１５に進入する。前記本体９及び切断電極２１は
前記静脈に留置される。
【００３６】
　特に図８によると、続いて前記電極２１により電極ガイドワイヤ１６が前記静脈１４に
配置される。図９によれば、前記カテーテル６が前進し、ばね荷重がかけられた前記電極
２１が前記本体９から持ち上げられ、前記動脈（１５）壁及び前記静脈（１４）壁を圧着
させる。
【００３７】
　図１０に示されるように、続いて前記電極ガイドワイヤ１６が引き抜かれ、ばね荷重が
かけられた前記電極２１により前記動脈１５及び前記静脈１４が前記カテーテル前記本体
９に対して圧迫される。ここでは、高周波、超音波、または抵抗熱技術により前記電極２
１にエネルギーが供給され、前記脈管の間の吻合が切断される。エネルギーが供給された
後、図１１に示されるように、前記電極２１が前記本体９内に格納され、前記動脈と静脈
との間の前記吻合が切断される。前記吻合が完成すると、前記装置３０が引き抜かれる。
【００３８】
　図１２乃至図１７は、本発明の手順について論述するために前記切断電極２１の第三実
施形態を図示する。この実施形態及び方法では、図１２に示されるように、静脈（１４）
アクセス及び動脈（１５）アクセスを獲得するために微細穿刺針１２が用いられ、ガイド
ワイヤ１３が前記動脈１５に配置される。図１３に示されるように、静脈（１４）アクセ
ス及び動脈（１５）アクセスが得られた後、前記拡張器先端７が前進して前記動脈１５に
進入し、静脈電極ガイドワイヤ１６が前記静脈カテーテル６のルーメンに下方に前進する
と共に前記静脈に進入する。
【００３９】
　図１４を参照する。前記ハンドル１の前記親指タブ３が前進し、これにより前記静脈カ
テーテルルーメン１７が延出されて前記静脈１４に進入する。図１５に図示されるように
、次いで前記静脈ガイドワイヤ１３引き抜かれ、切断ワイヤ１８は、好ましくはＮｉＴｉ
またはステンレス鋼のような好適な材料で形成され、前記静脈カテーテルルーメン１７に
前進する。前記切断ワイヤ１８の近位端の成形された取付部品は前記カテーテルのハンド
ル１の近位端に配置されるようにロックされ、前記切断ワイヤの長さが設定される。
【００４０】
　図１６は前記親指タブ３が引き抜かれることにより前記静脈ルーメン１７が引き抜かれ
ることを図示する。この位置では、瘻を作成するために前記切断電極１８が使用される。
前記切断電極にエネルギー（高周波、超音波、または直接加熱）が供給された後、前記切
断電極が隙間を切断し、前記吻合が形成される。前記吻合が完成すると、前記装置３０が
引き抜かれる。
【００４１】
　図１７は図１２乃至図１７の具体的な実施例における前記切断ワイヤ１８を保持及び解
除する一アプローチを図示する。図示されるように、前記切断ワイヤ１８はポリイミド絶
縁体２０または他の好適な材料を含み、前記切断電極２１が前記部分２０の遠隔端に配置
される。高周波動力源等のエネルギー源に接続するためのコネクタ２２により前記電極２
１にエネルギーが供給される。ルアーロックコネクタ１９は前記静脈ルーメン１７の反対
端に配置され、前記ルアーロックコネクタ１９から前記切断ワイヤ１８が延出され、前記
ルアーロックコネクタ１９に進入するように前記切断ワイヤ１８が引き抜かれる。
【００４２】
　図１８乃至図２２は本発明の第四実施例に係る前記切断システムを図示する。この実施
例では、図１８に示されるように、微細穿刺針２６が前記皮膚２７に挿通された後、前記
静脈（１４）アクセス及び前記動脈（１５）アクセスを得るために使用される。前記針２
６の前記ルーメンによりガイドワイヤ１６が前記動脈１５に配置される。そして、図１９
を参照する。前記カテーテル６が先行して配置された前記ガイドワイヤ１６に前記静脈１
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４を通して追随され、前記本体９が前記動脈に展開されるまで前記隣接動脈１５に進入す
る。前記拡張器先端７はスムーズで先細になっており、前記皮膚及び脈管をシースを配置
せずに拡張させる。
【００４３】
　前記本体９は位置決め機構２８を有し、前記本体が前記動脈に進入した際に適切な位置
で検出を行い、前記カテーテルを正しい場所に位置するように補助する。前記位置決め機
構２８は、例えば、圧力センサー、放射線不透過マーカー、またはブリードポートであり
、高圧の動脈に位置される際に血液を外部可視ポートから絞り出し、これにより前記動脈
への進入を施術者に示す。
【００４４】
　前記電極２１は緊張ワイヤ、滑りカム、または他の好適な方法により前記動脈１５中に
展開される（図２０参照）。
【００４５】
　展開後、前記カテーテル６が引き抜かれ、図２１に示されるように、前記電極２１が係
合されると共に前記動脈（１５）壁及び前記静脈（１４）壁が圧迫される。次いで、前記
電極２１にエネルギーが供給され、前記吻合が切断される。
【００４６】
　前記吻合が完全に形成され、前記電極２１が引き抜かれると共に前記本体９に完全に格
納され、図２２に示されるように、その後前記カテーテル６が前記処置箇所から引き抜か
れる。
【００４７】
　以上のように、本発明に係る実施例及び方法を図示して説明したが、ここで使用される
全ての用語は説明に用いるのみであり、制限するためのものではない。本分野で通常知識
を有する者ならば、本発明の精神及び目的から逸脱することなく、これらを変更、改修、
及び代替可能であることを理解すべきである。
【符号の説明】
【００４８】
　１　ハンドル
　２　第一アクチュエータ
　３　第二アクチュエータ
　４　本体ルーメンルアー
　５　電極ルーメンルアー
　６　カテーテル
　７　拡張器先端
　８　カテーテルシャフト
　９　本体
　１０　本体ルーメン末端
　１２　針
　１３　静脈ガイドワイヤ
　１４　第一導管或いは静脈
　１５　動脈
　１６　電極ガイドワイヤ
　１７　静脈カテーテルルーメン
　１８　切断ワイヤ
　２０　ポリイミド絶縁体
　２１　切断電極
　２３　シース
　２４　本体ルーメン
　２６　針
　２７　皮膚
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　２８　位置決め機構
　３０　装置
　３２　吻合

【図１】 【図１Ａ】
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】
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